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○笠井委員  

日本共産党の笠井亮です。 
 中山団長を初め調査議員団、同行の皆さん、そして関係者の方々には大変にお世話になりまし

た。ありがとうございました。 
 私は、日程の都合でポーランドとイタリアの調査に参加しました。感想を三点述べたいと思い

ます。 
 第一に、憲法の基本原則というのは非常に重くて、国民というのはこれを根本から変更するよ

うな改憲は認めないんだということを目の当たりにいたしました。 
 イタリアでは、六月の末に、戦後の憲法の大もとを変える大幅な改憲案についての国民投票が

行われて、大差で否決されたばかりでありました。 
 今のイタリア憲法は一九四八年に施行されたもので、ムソリーニ独裁政権時代の反省に基づい

て、首相に権限が集中しないようにする反ファシズム的内容を持っています。ところが、昨年秋、

当時の与党、ベルルスコーニ政権が、首相権限を強化し、議会の力を縮小するなど、共和国の機

構の大部分を書きかえたり国民の福祉を切り捨てたりする内容の改憲案を出しました。 
 今回の国民投票は、改憲案を出した政権が四月の総選挙で敗れるという政治的激動の直後に行

われたものでした。改憲反対派は憲法を守ろう委員会をつくって、首相権限強化は戦前への逆戻

り、国民サービス切り捨ては許せないと運動したとのことでした。結果は、有権者の過半数を超

える五二・三％が投票し、反対六一・三％、賛成三八・七％の大差で改憲案は不承認となりまし

た。 
 私たちが最初に懇談したキーティ議会関係・制度改革大臣はこう言っていました。イタリア国

民は現行の憲法こそが我々が遵守しなければならない憲法であると認めたと解釈している、現行

憲法の半分近くを変更する大幅な改正というものはやはりイタリア国民のコンセンサスを得られ

ていない。 
 翻って、日本では公権力に対する制限規範としての憲法の性格を変更して国民の行為規範とし

ての役割を持たせるなどという議論が一部でなされておりますが、それは歴史的にも世界的にも

全く通用しないものだということを一層強く感じた次第であります。 
 第二に、いかなる場合に国民が憲法改正を必要とするのかということについて、なるほどと思

う経験に接することができました。 
 ポーランドでは、異口同音に、ポーランドは一七九一年、ヨーロッパで最初に憲法をつくった

国だが、そういう国がヨーロッパで最後に新憲法を決議したと語られ、それは一九八九年に政治

体制が変わったからだという説明でありました。 
 ソ連、東欧の激変が起こり、社会主義を名乗ってきた専制、覇権の支配体制が崩壊した、それ

を受けて、体制の転換を国民みずからが選択し、新憲法をつくったという経過を具体的につかむ

ことができました。 
 日本では、体制の大きな転換があるわけではありません。また、安倍新内閣発足時の世論調査

でも、優先して取り組むべき課題は、あるいは最も期待することというのは、社会保障制度改革

や景気、雇用対策などが上位で、憲法改正は極めて低く、国民も改憲を優先して取り組むべき課

題とは見ておりません。まさに、民意とかけ離れて改憲が進められようとしているところに、日

本の政治の状況を改めて感じたところであります。 
 第三は、今回の訪問国の中に、日本の国会で継続審議扱いされている改憲手続法案のような、

改憲案を通しやすい国民投票制度を持っている国はどこにもなく、その点で法案の重大な問題点

を改めて痛感したということであります。 
 例えば、日本の国会に提出されている改憲手続法案では、無料でできる政党等によるテレビ、



ラジオのＣＭと新聞広告の放送時間や掲載スペースは、所属議員数を踏まえてとされています。

しかし、そもそも改憲発議には三分の二以上の賛成が必要とされている以上、改憲に賛成した政

党が圧倒的に有利に大キャンペーンをできるのは自明のことであります。今回調査してきた国々

には、そういう反民主的、党利党略的な仕組みは全くありませんでした。 
 イタリアでは、国民投票に関して賛成、反対の運動を行う個人、団体は、通信における権利保

障独立委員会に届け出ることになっています。そして、テレビ、ラジオの討論番組や意見広告の

放送でも、新聞広告でも、届け出た賛成派、反対派に均等な放送時間の確保が義務づけられてお

ります、スペースの確保が義務づけられております。議席数に応じて利用できるなどという仕組

みはあり得ない。個人、政党、労働組合も届け出できるが、実際には、賛成派、反対派がそれぞ

れグループをつくって広告を出し、それぞれ半分ずつスペースをとるのだそうです。こういうル

ールの根拠について尋ねると、イタリア内務省の選挙部担当審議官は、なぜかと言うまでもなく

当たり前のことだという口ぶりでした。 
 ポーランドや、さらには、今回私は行けませんでしたが、デンマークなどでも、改憲案に関す

る周知、広報活動における新聞や放送の利用に関して、所属議員数を踏まえてなどという規定は

なく、賛否の意見は平等に扱われるというのが原則とされているそうであります。何のための手

続法案なのかを改めて考えさせられました。 
 最後に、今、世界が日本の憲法をどう見ているのか、その一端を示すエピソードを紹介してお

きたいと思います。 
 この報告書の中にもありますが、ポーランドで日本の憲法九条が話題となったときに、中山団

長が、憲法九条は集団的自衛権は行使できないと解釈されており、これが国際貢献に当たっての

ネックとなっていることも事実と言われ、ひとしきり議論になりました。その中で、ゲレメク元

外務大臣が、私は日本国憲法九条の存在は日本のソフトパワーとしての大国という意味において

決して障害にはならないと考える。日本は、将来、平和な大国としてより大きな役割を果たすべ

きであり、また、必ずそうなる国だと考えていると述べ、これを受けて中山団長がおっしゃると

おりと応じたやりとりが印象に残っております。 
 その中で、中山団長が、憲法九条に関しては国民的な関心も高く、例えばノーベル文学賞を受

賞した大江健三郎という作家などは九条の会という全国的ネットワークをつくって運動している

と、私が紹介しようとする前におっしゃってくださいました。そうしますと、ボロフスキ元下院

議長が、それは九条に関してどういう主張の会か、憲法九条の改正に対して賛成する会か、それ

とも反対する会かと質問してきて、中山団長が、憲法九条改正に断固反対の護憲の会である、こ

うお答えになって大爆笑になりました。 
 現在、北朝鮮の核実験問題に対して、国連安全保障理事会決議が全会一致で採択され、国際社

会が一致結束して平和的、外交的努力で問題解決を図ろうとしています。そうした現実を見たと

き、ゲレメク元外務大臣が述べた憲法九条への思いには重い意味があると考えます。 
 今、日本に求められているのは、憲法九条改憲のための手続法をつくることではなく、唯一の

被爆国であり憲法九条を持つ国として、日本ならではの外交の役割を発揮し、平和な大国として

の大きな役割を果たすことだ、このことを今回の調査を振り返りながら改めて確信しているとこ

ろです。 
 以上で発言を終わります。ありがとうございました。 


